
厚生労働省・三重労働局・ハローワーク

雇用保険法は、労働者が失業した場合等に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定等を

図ることを目的とし、全ての労働者に適用することを原則としています。

雇用保険の適用要件のうち、『１週間の所定労働時間』の考え方については、ハローワークへの照会が多く、

また、誤った取扱いも見受けられるため、以下のポイントを参考に適正な届出をお願いいたします。

事業主の皆様へ

雇用保険の適用要件について
～１週間の所定労働時間の考え方のポイント～

「１週間の所定労働時間」の考え方のポイント

○ 「１週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととさ

れている時間をいいます。この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日、夏季

休暇等の特別休日（すなわち、週休日その他概ね１か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日

以外の休日）を含まない週のことをいいます。

⇒裏面の【例１】

○ 所定労働時間が１か月の単位で定められているときには、当該時間を12分の52で除して得た時間を１週

間の所定労働時間とします。

この場合において、夏季休暇等のため、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められている

ときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を１週間の所定労働

時間とします。また、通常の月の所定労働時間が一通りでないときは、それらの平均（加重平均）により算定

します。

⇒裏面の【例２】

○ ４週５休制の週休２日制等、１週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働

時間が一通りでないときは、１週間の所定労働時間は、それらの平均（加重平均）により算定された時間とな

ります。

⇒裏面の【例３】

○ 所定労働時間が１年間の単位でしか定められていないときには、当該時間を52で除して得た時間を１週間

の所定労働時間とします。

なお、労使協定等において「１年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所

定労働時間が１年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位として所定労働時間

が定められている場合には、当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により、１週間の所定労

働時間を算定します。

⇒裏面の【例１】

○ 雇用契約書等により１週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと

勤務時間が判明しない場合については、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定します。

⇒裏面の【例４】

LL0608



例１ １年契約の事務補助員の場合

雇用契約書は、年間労働日数が２４０日、１日４時間、平日の月～金の週５日勤務、勤務を要しない日（休

日）が土・日・祝・夏季休暇・年末年始及び年に数回ある指定休日となっている。

年間で判断すると、４時間×２４０日÷５２週＝１８．４…となり、適用除外になると思われてしまいますが、

特別休日である祝祭日・夏季休暇・年末年始及び年に数回ある指定休日を含まない通常の週の勤務時間

は４時間×５日＝２０ 時間のため、適用要件を満たすとの判断になります。

例２ 学校給食の調理員で、１日の所定労働時間と年間勤務日数が決まっている場合

雇用契約書は、雇用期間は１年間、１日５時間４５分の年間１７６日、勤務を要しない日（休日）が土・日・

祝・年末年始と春・夏・冬の休校期間及びその他２０日となっている。また、各月の勤務日数も別に決められ

ている。

これも例１と同じく、年間で判断すると、５．７５時間×１７６日÷５２週＝１９．５…で、２０時間未満の適用除

外と思われます。しかし、８月が夏季休校期間にあたり勤務がないため、この期間を除いて月平均を算定す

ると５．７５時間×１７６日÷１１か月＝９２時間で、当該時間を１２分の５２で除して得た時間で判断すると、１

週間の所定労働時間は２１．２…となり、適用要件を満たすとの判断になります。

なお、上記とは反対に、通常の週は２０時間未満であり、特定の期間のみ２０時間以上になる場合は、適用

除外となります。

例３ 製造業務の臨時工の場合

勤務時間は４週間が一つの単位で、１日８時間の３日勤務の週が３週、１日８時間の２日勤務の週が１週、

で構成されている。

加重平均により算定し、（８時間×３日×３週＋８時間×２日×１週）÷４週＝２２となり、適用要件を満たす

との判断になります。

例４ コンビニの販売員等の直前にならないと労働時間が決まらないシフト制や所定労働時

間が定まっていない等の場合

雇用契約書は、雇用期間は６か月、勤務時間及び勤務日数については、毎月のシフト表によるとなって

いる。また、採用後１か月の勤務実績では、月の労働時間は９０時間（１週間になおすと２０時間以上）となっ

ており、翌月以降もほぼ同じ状況が見込まれる。

シフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合は、勤務実績に基づき平均の所定労働時

間を算定する方法を使用しますので、この結果、採用日から適用要件を満たしており、採用日を資格取得日

として適用する必要があります。

なお、シフト制で労働者を採用するときでも、その労働時間について合意がある場合は、通常の週に勤務

すべきこととされている時間が２０時間以上であれば適用要件を満たすとの判断になります。

上記は例示です。判断に迷う場合は、ハローワークの窓口にご相談ください。


